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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内視鏡に設けられた内視鏡管路に挿入可能な内視鏡管路洗滌ブラシと、
　この内視鏡管路洗滌ブラシを巻き取り収納するブラシカセットと、
　前記内視鏡管路洗滌ブラシの先端を所定の方向にガイドするとともに、前記内視鏡管路
入り口の口金内を洗滌するブラシが外周部に設けられ、または、前記内視鏡管路入り口の
口金内を洗滌するブラシの形状に外周部が形成された先端ガイド部と、
　正回転することにより前記内視鏡管路洗滌ブラシを前記ブラシカセットから前記先端ガ
イド部に向けて送り出す送り出しローラと、を具備し、
　前記送り出しローラを正回転させて、前記ブラシカセットに入った前記内視鏡管路洗滌
ブラシを前記先端ガイド部から前記内視鏡管路に送り出し、前記内視鏡管路洗滌ブラシを
前記内視鏡管路の全長以上送り出した後、前記送り出しローラを逆回転させて、前記内視
鏡管路洗滌ブラシを前記ブラシカセットに巻き取り収納することで、自動的に前記内視鏡
管路内をブラッシング洗滌することを特徴とする内視鏡管路洗滌装置。
【請求項２】
　内視鏡に設けられた内視鏡管路に挿入可能な内視鏡管路洗滌ブラシと、
　この内視鏡管路洗滌ブラシを巻き取り収納するブラシカセットと、
　前記内視鏡管路洗滌ブラシの先端を所定の方向にガイドするとともに、前記内視鏡管路
入り口の内部を照らす照明手段が設けられた先端ガイド部と、
　正回転することにより前記内視鏡管路洗滌ブラシを前記ブラシカセットから前記先端ガ
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イド部に向けて送り出す送り出しローラと、を具備し、
　前記送り出しローラを正回転させて、前記ブラシカセットに入った前記内視鏡管路洗滌
ブラシを前記先端ガイド部から前記内視鏡管路に送り出し、前記内視鏡管路洗滌ブラシを
前記内視鏡管路の全長以上送り出した後、前記送り出しローラを逆回転させて、前記内視
鏡管路洗滌ブラシを前記ブラシカセットに巻き取り収納することで、自動的に前記内視鏡
管路内をブラッシング洗滌することを特徴とする内視鏡管路洗滌装置。
【請求項３】
　前記ブラシカセットは、前記送り出しローラを収納する送り出しローラ収納部から着脱
可能であることを特徴とする請求項１または２に記載の内視鏡管路洗滌装置。
【請求項４】
前記ローラを回転駆動するモータと、このモータに電力を供給する充電式２次電池を内蔵
し、充電式で使用できることを特徴とする請求項１または２に記載の内視鏡管路洗滌装置
。
【請求項５】
　前記内視鏡管路洗滌ブラシによるブラッシング洗滌中に前記内視鏡管路に洗滌液を流す
手段を設けたことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか一つに記載の内視鏡管路洗滌装
置。
【請求項６】
前記内視鏡内に内蔵された遠隔通信装置と通信する手段と、
前記内視鏡の機種とその管路長を対応させたデータベースと、
前記内視鏡管路洗滌ブラシの送り出し長さを読み取るセンサと、
　を具備したことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか一つに記載の内視鏡管路洗滌装
置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は自動的に内視鏡管路内をブラッシング洗滌する内視鏡管路洗滌装置に係り、特に
収納性が高い内視鏡管路洗滌装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来、内視鏡は、使用後、担当者が手作業で内視鏡管路に内視鏡管路洗滌ブラシを数往復
通して洗滌している。
【０００３】
図１０はこのような従来の内視鏡と内視鏡管路洗滌ブラシを示す斜視図である。
【０００４】
図１０に示すように、内視鏡３０１は、挿入部３０２と、操作部３０３と、連結コード３
０４と、コネクタ部３０５と、電気コネクタ部３０６とを有している。
【０００５】
挿入部３０２は可撓性を有し細長に形成されている。操作部３０３は挿入部３０２の基端
側に接続されている。
【０００６】
また、操作部３０３には管路開口部３０７が形成されている。挿入部３０２の先端部３０
８には開口部３０９が形成されている。操作部３０３と挿入部３０２の内部には、管路開
口部３０７から開口部３０９まで、内視鏡管路が形成されている。
【０００７】
内視鏡管路洗滌ブラシ３１１は、長尺の操作ワイヤ３１２の先端にブラシ部３１３を設け
たものである。ブラシ部３１３には、対象物をブラッシングするブラシ毛３１４を植毛し
ている。
【０００８】
内視鏡管路を洗滌する場合、担当者は、内視鏡管路洗滌ブラシ３１１を管路開口部３０７
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から挿入し、長い内視鏡管路洗滌ブラシ３１１を内視鏡３０１の内視鏡管路全長に渡って
往復させなければならない。
【０００９】
図１１は従来の管路開口部洗滌ブラシを示す斜視図である。
図１１に示すように、管路開口部洗滌ブラシ３２１は、手で保持するのに適した形状に形
成された保持部３２２にブラシ部３２３を取り付けたものである。
【００１０】
ブラシ部３２３は、金属製のワイヤー部材３２４と、対象物をブラッシングするブラシ毛
３２５とから構成されている。
【００１１】
ワイヤー部材３２４にはブラシ毛３２５が植毛されている。
図１０に示す内視鏡３０１の管路開口部３０７は、管路開口部洗滌ブラシ３２１を用いた
作業者の手作業で清掃する。
【００１２】
図１０に示す内視鏡３０１において、作業者は数メートルある洗滌ブラシ３１１を数カ所
の内視鏡管路に一本ずつ数往復通して内視鏡管路を洗滌している。これは、内視鏡を清潔
に保つために非常に重要な作業であるがゆえに、省くことのできない作業である。一方、
作業者からは内視鏡管路を洗滌する作業の簡易化が望まれていた。また、内視鏡管路の洗
滌は、作業によるばらつきをなくすることも必要であった。
【００１３】
このことに対応して、先端にブラシを取り付けた可撓軸を電動で回転し、その回転力で内
視鏡管路を洗滌する管路洗滌装置の技術がある（例えば、特許文献１参照）。
【００１４】
一方、内視鏡管路に処置具を自動的に挿入する自動挿入具の技術もある（例えば、特許文
献２，３参照）。この自動挿入具は、処置具を挿入するために考えられているため、内視
鏡管路に挿入・抜去を繰り返すブラッシングには適さない構造である。
【００１５】
【特許文献１】
特開平１０－２７２０９７号公報（第３－６頁、図１－８）
【００１６】
【特許文献２】
特公昭６１－３７９３８号公報（第１－２頁、図１－３）
【００１７】
【特許文献３】
特開平９－１４０６６３号公報（第２頁、図２－４）
【００１８】
【発明が解決しようとする課題】
前述した従来の内視鏡の管路洗滌装置では、ブラシと可撓軸を合わせた長さが少なくとも
内視鏡管路分必要になるため、長いもので数メートルある内視鏡管路に適したものを作る
場合、管路洗滌装置全体の全長がかなり長くなってしまい、操作性や収納性において不便
なものになっていた。
【００１９】
本発明は、前記事情に鑑みてなされたものであり、長い内視鏡管路を自動的に洗滌すると
ともに、装置全体の全長を短くすることで、操作性や収納性を向上することができる内視
鏡管路洗滌装置を提供することを目的としている。
【００２０】
【課題を解決するための手段】
　前記目的を達成するため請求項１に記載の内視鏡管路洗滌装置は、内視鏡に設けられた
内視鏡管路に挿入可能な内視鏡管路洗滌ブラシと、この内視鏡管路洗滌ブラシを巻き取り
収納するブラシカセットと、前記内視鏡管路洗滌ブラシの先端を所定の方向にガイドする
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とともに、前記内視鏡管路入り口の口金内を洗滌するブラシが外周部に設けられ、または
、前記内視鏡管路入り口の口金内を洗滌するブラシの形状に外周部が形成された先端ガイ
ド部と、正回転することにより前記内視鏡管路洗滌ブラシを前記ブラシカセットから前記
先端ガイド部に向けて送り出す送り出しローラと、を具備し、前記送り出しローラを正回
転させて、前記ブラシカセットに入った前記内視鏡管路洗滌ブラシを前記先端ガイド部か
ら前記内視鏡管路に送り出し、前記内視鏡管路洗滌ブラシを前記内視鏡管路の全長以上送
り出した後、前記送り出しローラを逆回転させて、前記内視鏡管路洗滌ブラシを前記ブラ
シカセットに巻き取り収納することで、自動的に前記内視鏡管路内をブラッシング洗滌す
ることを特徴とする。
【００２１】
　請求項２に記載の内視鏡管路洗滌装置は、内視鏡に設けられた内視鏡管路に挿入可能な
内視鏡管路洗滌ブラシと、この内視鏡管路洗滌ブラシを巻き取り収納するブラシカセット
と、前記内視鏡管路洗滌ブラシの先端を所定の方向にガイドするとともに、前記内視鏡管
路入り口の内部を照らす照明手段が設けられた先端ガイド部と、正回転することにより前
記内視鏡管路洗滌ブラシを前記ブラシカセットから前記先端ガイド部に向けて送り出す送
り出しローラと、を具備し、前記送り出しローラを正回転させて、前記ブラシカセットに
入った前記内視鏡管路洗滌ブラシを前記先端ガイド部から前記内視鏡管路に送り出し、前
記内視鏡管路洗滌ブラシを前記内視鏡管路の全長以上送り出した後、前記送り出しローラ
を逆回転させて、前記内視鏡管路洗滌ブラシを前記ブラシカセットに巻き取り収納するこ
とで、自動的に前記内視鏡管路内をブラッシング洗滌することを特徴とする。
　請求項３に記載の内視鏡管路洗滌装置は、請求項１または２に記載の内視鏡管路洗滌装
置であって、前記ブラシカセットは、前記送り出しローラを収納する送り出しローラ収納
部から着脱可能であることを特徴とする。
【００２２】
　請求項４に記載の内視鏡管路洗滌装置は、請求項１または２に記載の内視鏡管路洗滌装
置であって、前記ローラを回転駆動するモータと、このモータに電力を供給する充電式２
次電池を内蔵し、充電式で使用できることを特徴とする。
【００２３】
　請求項５に記載の内視鏡管路洗滌装置は、請求項１乃至４のいずれか一つに記載の内視
鏡管路洗滌装置であって、前記内視鏡管路洗滌ブラシによるブラッシング洗滌中に前記内
視鏡管路に洗滌液を流す手段を設けたことを特徴とする。
【００２４】
　請求項６に記載の内視鏡管路洗滌装置は、請求項１乃至５のいずれか一つに記載の内視
鏡管路洗滌装置であって、前記内視鏡内に内蔵された遠隔通信装置と通信する手段と、前
記内視鏡の機種とその管路長を対応させたデータベースと、前記内視鏡管路洗滌ブラシの
送り出し長さを読み取るセンサと、を具備したことを特徴とする。
【００２７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面を参照して説明する。
（第１の実施の形態）
図１ないし図５は本発明の第１の実施の形態に係り、図１は内視鏡管路洗滌装置を側方か
ら見た断面図、図２は内視鏡管路洗滌装置の外観を示す斜視図、図３は内視鏡管路に内視
鏡管路洗滌ブラシを挿入する様子を示す説明図、図４はブラシカセットの内部構造を示す
断面図、図５はブラシカセットによる内視鏡管路洗滌ブラシのワイヤの回収方法を示す説
明図である。
【００２８】
（構成）
図１に示すように、内視鏡管路洗滌装置１は、内視鏡管路洗滌ブラシ１１と、先端ガイド
部２１と、ローラ収納部３１と、ブラシカセット４１と、グリップ部５１とから構成され
る。
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【００２９】
内視鏡管路洗滌ブラシ１１は、長尺のワイヤ１２の先端にブラシ部１３を設けたものであ
る。ブラシ部１３は、対象物をブラッシングするブラシ毛１４をワイヤに植毛したもので
ある。
【００３０】
内視鏡管路洗滌ブラシ１１は、図３に示す内視鏡７１に設けられた内視鏡管路に挿入可能
になっている。
【００３１】
図１に示すように、ブラシカセット４１は、内視鏡管路洗滌ブラシ１１のワイヤ１２をこ
のワイヤ１２の基端側から巻き取り収納する。
【００３２】
ここで、ブラシカセット４１は両側に有底の円筒形状に形成されている。また、正面側の
底面には、内視鏡管路洗滌ブラシ１１のワイヤ１２が挿通可能な図示しない穴が設けられ
ており、後述するケース３２の開口部３８と連通するようになっている。また、図４に示
すように、内視鏡管路洗滌ブラシ１１のワイヤ１２をブラシカセット４１内に収納してい
く際に、このワイヤ１２を所定位置に導くために、このブラシカセット４１には、このブ
ラシカセット４１の背面側の底面の内部側に向けて突出させた形状を有するガイド４１ａ
が設けられている。
【００３３】
ローラ収納部３１は、そのケース３２の内部に２つの送り出しローラ３３，３４（図２参
照）を収納したものである。ケース３２の正面側には先端ガイド部２１を取り付けている
。ケース３２の背面側にはブラシカセット４１を着脱自在に取り付けいる。ケース３２の
底面には駆動歯車３５を設けている。駆動歯車３５はケース３２を貫通する回転軸３６を
介してローラ３３と同軸になっている。即ち、駆動歯車３５の回転軸３６には送り出しロ
ーラ３３が取り付けてある。
【００３４】
また、ローラ収納部３１は、ケース３２の正面側の開口部３７と、ケース３２の背面側の
開口部３８によって内視鏡管路洗滌ブラシ１１のワイヤ１２を内部に通すようになってい
る。
【００３５】
図２に示すように、ローラ３４はワイヤ１２に対してローラ３３と対向して取り付けてあ
る。
【００３６】
駆動歯車３５は、送り出しローラ３４の軸に取り付けてある別の歯車とかみ合っている。
これにより、送り出しローラ３３，３４は、駆動歯車３５が一方の方向に回転することに
より互いに逆の方向に回転（この場合を正回転とする）してその間に通っている前記内視
鏡管路洗滌ブラシ１１のワイヤ１２を前記ブラシカセット４１から前記先端ガイド部２１
に向けて送り出す。
【００３７】
グリップ部５１は、ケース５２の正面側に操作スイッチ５３を配設し、ケース５２の内部
に充電式電池５４と駆動モータ５５と誘導起電部５７を収納したものである。
【００３８】
ケース５２の下部は、充電器６１のコネクタ部６２に接続するようになっている。充電器
６１は、電源コードを介して商用交流電源の電源コンセントに接続され、商用交流電源の
交流電圧を直流に変換してケース５２の下部の誘導起電部５７を介して充電式電池５４の
充電を行う。駆動モータ５５の回転軸にはジョイント５６が取り付け固定されている。ジ
ョイント５６は、駆動歯車３５に連結する。駆動モータ５５は、充電式電池５４が充電し
た電力を用い、操作スイッチ５４の操作に基づいて回転軸の停止、正回転、逆回転を行う
。
【００３９】
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先端ガイド部２１は、先細りになる管状に形成され、その管内に内視鏡管路洗滌ブラシ１
１を通すことで、前記内視鏡管路洗滌ブラシ１１の先端を所定の方向にガイドする。また
、先端ガイド部２１の先端部にはブラシ毛２３による管路開口部洗滌ブラシ部２２を設け
ている。これにより前記先端ガイド部２１の外周は、前記内視鏡管路入り口として図３に
示す管路開口部７７の口金内を洗滌するブラシの形状になっている
内視鏡管路洗滌装置１は、前記送り出しローラ３３，３４を正回転させて、前記ブラシカ
セット４１に入った前記内視鏡管路洗滌ブラシ１１を前記先端ガイド部２１から前記内視
鏡管路に送り出し、前記内視鏡管路洗滌ブラシ１１を前記内視鏡管路の全長以上送り出し
た後、前記送り出しローラ３３，３４を逆回転させて、前記内視鏡管路洗滌ブラシ１１を
前記ブラシカセット４１に巻き取り収納することで、自動的に前記内視鏡管路内をブラッ
シング洗滌する。
【００４０】
ケース３２の底面のグリップ部５１とブラシカセット４１との間の位置には、洗滌水口３
９を設けている。洗滌水口３９は、ケース３２、先端ガイド部２１の内部を介して先端ガ
イド部２１のブラシ突出口２４に連通している。
【００４１】
また、電気部品が入っているグリップ部５１の部品接合部には、Ｏリングやパッキンなど
で、水密が保たれている。
【００４２】
（作用）
このような第１の実施の形態において、内視鏡管路洗滌装置１を使用する場合には、作業
者は、図２に示すグリップ部５１を持ち、図３に示す先端ガイド部２１を内視鏡７１の操
作部７３の管路開口部７７にあてがい、図２に示すグリップ部５１の操作スイッチ５３を
下側に押し続ける。すると、図１に示す駆動モータ５５が回りジョイント５６を介して駆
動歯車３５が正回転する。駆動歯車３５が正回転すると、２つの送り出しローラ３３，３
４が、その間に通っている内視鏡管路洗滌ブラシ１１を内視鏡管路内に送り出す。この後
、作業者は、内視鏡７１の内視鏡管路の先端側の開口部から内視鏡洗滌ブラシ１１の先端
が出てきたことを確認したら、操作スイッチ５３から指を離す。これにより操作スイッチ
５３は、中央の停止位置に自動復帰して、駆動モータ５５が停止する。この状態で、作業
者は、内視鏡洗滌ブラシ１１の先端に付いたゴミをもみ洗いして、今度は操作スイッチ５
３を上側に押し続ける。すると、駆動モータ５５が逆回転して、内視鏡管路洗滌装置１は
、内視鏡管路洗滌ブラシ１１をブラシカセット４１側に回収する。これにより、内視鏡７
１の内視鏡管路の洗滌が行える。
【００４３】
ここで、内視鏡管路洗滌ブラシ１１のワイヤ１２は、図５に示すようにブラシカセット４
１に回収される。つまり、ワイヤ１２は、その収納動作に応じて、まずその端部がブラシ
カセット４１の底面に設けられたガイド４１ａに当接する。ワイヤ１２の端部は、さらな
る収納動作に応じて、ガイド４１ａの表面に沿ってブラシカセット４１の内周面方向に向
かい、この内周面に沿って巻かれていき、結果、内周面にほぼ沿った状態で、有底の円筒
形状を有するこのブラシカセット４１の背面側から、ブラシカセット４１の内周面に沿っ
てらせん状に巻き取られて収納される。このように内視鏡管路洗滌ブラシ１１のワイヤ１
２がブラシカセット４１に収納されることにより、絡まることもなく、コンパクトに収納
することが可能となっている。なお、ブラシカセット４１にガイド４１ａを設ける代わり
に、ワイヤ１２の端部付近をあらかじめ曲げておいたり、若しくは、ブラシカセット４１
にガイド４１ａを設けるとともに、ワイヤ１２の端部付近をあらかじめ曲げておくことに
よってもよい。
【００４４】
この内視鏡管路洗滌装置１の駆動モータ５５を動かす電源は、充電式電池５４であり、操
作者は１３充電器６１のコネクタ部６２にグリップ部５１を差し込むことで充電式電池５
４を充電することができる。
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【００４５】
充電器６１は、非接触型誘導起電方式の充電器のため、グリップ部５１と充電器６１には
金属接点が露出していないので、水周りで使用可能である。
【００４６】
また、洗滌水口３９にホースをつなぎ、ブラシ洗滌中に洗滌水や消毒液を先端ガイド部２
１から内視鏡管路内に送液することもできる。
【００４７】
先端ガイド部２１の先端には、管路開口部洗滌ブラシ部２２が設けてあるので、鉗子口な
どの中を容易にブラッシングすることができる。
【００４８】
ブラシカセット４１は、送り出しローラ収納部３１部分から簡単に取り外せる様になって
いるので、ブラッシング後の汚れたローラ収納部３１を消毒液に漬けて消毒したり、滅菌
装置にかけて滅菌できる。
【００４９】
また、内視鏡管路洗滌ブラシ１１は、使用して行くうちにブラシ部が変形や摩耗していく
が、作業者は、ブラシの状態を確認して、必要に応じてブラシカセット４１ごと簡単に交
換できる。
【００５０】
送り出しローラ３３，３４も、使用して行くうちに、変形や摩耗するので、作業者は、使
用回数等を基準に定期的に送り出しローラ３３，３４を交換することが必要になる。この
ため、駆動モータ５５のジョイント５６から送り出しローラ３３の駆動歯車３５は簡単に
分離でき交換可能となっている。
【００５１】
（効果）
第１の実施の形態によれば、長い内視鏡管路を自動的に洗滌するとともに、装置全体の全
長を短くすることができるので、操作性や収納性を向上することができる。また先端ガイ
ド部２１の先端に管路開口部洗滌ブラシ部２２を設けたので、鉗子口などの管路開口部及
びその縁部のブラッシングにも容易に適用できる。
【００５２】
図６は第１の実施の形態の変形例に係る内視鏡管路洗滌装置の要部を示す断面図であり、
図１乃至図３に示した第１の実施の形態と同様の構成要素には同じ符号を付して説明を省
略している。
【００５３】
図６に示すように、内視鏡管路洗滌装置１０１は、図１乃至図３に示した内視鏡管路洗滌
装置１に照明機能を付加したものである。
【００５４】
内視鏡管路洗滌装置１０１の先端ガイド部１２１にはリング状取り付け部１７１を介して
照明ランプ１７２がついている。照明ランプ１７２は、内視鏡の管路開口部を照明する光
源となっている。
【００５５】
尚、照明ランプ１７２としては、例えばＬＥＤランプや小型電球等が考えられる。
【００５６】
照明ランプ１７２はコード１７３を介してグリップ部１５１のケース１５２に設けられた
電極１７４に接続している。ケース１５２には照明スイッチ１７５が設けられている。
【００５７】
このような変形例の内視鏡管路洗滌装置１０１において、作業者は、内視鏡管路洗滌ブラ
シ１１を内視鏡の管路に挿入する際に、照明スイッチ１７５を押すことで照明ランプ１７
２が点灯して、暗い管路開口部内部を明るく照らすことができ、簡単に作業を行えるよう
になっている。
【００５８】
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また、内視鏡管路洗滌装置１０１は、内視鏡の管路開口部を管路開口部洗滌ブラシ部２２
でブラッシングする際にも、暗い開口部内部を照明ランプ１７２で照らすことができるの
で、汚れを見落とすことなくきれいにすることができる。
【００５９】
（第２の実施の形態）
図７ないし図９は本発明の第２の実施の形態に係り、図７は内視鏡管路洗滌装置の外観を
示す斜視図、図８は内視鏡の側面図、図９はトランスポンダを示す斜視図である。
【００６０】
（構成）
図７に示すように、内視鏡管路洗滌装置２０１は、内視鏡管路洗滌ブラシ２１１と、先端
ガイド部２１と、ローラ収納部２３１と、ブラシカセット２４１と、グリップ部２５１と
から構成される。
【００６１】
ローラ収納部２３１の内部には、ブラシ長読取センサ２８１が設けられている。
内視鏡管路洗滌ブラシ２１１のワイヤ２１２は、要所々にブラシ長読取センサ２８１（例
えば磁気センサ）に感知されるマーキング物（例えば磁性体）が配置されている。
【００６２】
グリップ部２５１のケース２５２の正面には操作スイッチ２５３が設けられている。ケー
ス２５２の側面には機種読取スイッチ２８２が設けられている。ケース２５２の内部には
、通信アンテナ２８３が設けられている。
【００６３】
また、内視鏡管路洗滌装置２０１は、内部の記憶装置に内視鏡の機種とその管路長を対応
させたデータベースを有している。
【００６４】
図８に示すように、内視鏡２７１は、挿入部２７２と、操作部２７３とを有している。
【００６５】
挿入部２７２は、可撓性を有し細長に形成されている。操作部２７３は、挿入部２７２の
基端側に接続されている。操作部２７３には、管路開口部２７７が形成されている。
【００６６】
操作部２７３の内部には、遠隔通信装置としてのトランスポンダ２９１が設けられている
。
【００６７】
図９に示すように、トランスポンダ２９１は、硬質ガラス管２９２の内部に、集積回路パ
ッケージ２９３とアンテナ２９４を収容したものである。
【００６８】
（作用）
このような第２の実施の形態において、作業者が、内視鏡管路洗滌装置２０１本体をブラ
ッシングする内視鏡２７１にセットして、内視鏡管路洗滌装置２０１の機種読取スイッチ
２８２を押すと、内視鏡管路洗滌装置２０１は、通信アンテナ２８３を使って、内視鏡２
７１の操作部２７３内に内蔵されたトランスポンダ２９１と通信を行い、内視鏡２７１の
機種コードを読み取り、機種を判別する。そして、内視鏡管路洗滌装置２０１は、内部の
記憶装置内にある内視鏡の機種とその管路長さを対応させたデータベースから内視鏡２７
１の管路の長さを割り出す。
【００６９】
次に、作業者が操作スイッチ２５３を上側に押すと、内視鏡管路洗滌ブラシ２１１は、内
視鏡２７１の内視鏡管路内に送り込まれ始める。この状態で、内視鏡管路洗滌装置２０１
の制御回路は、ブラシ長読取センサ２８１を用いて内視鏡管路洗滌ブラシ２１１の要所々
に配置されたマーキング物を検出することで、内視鏡管路洗滌ブラシ２１１の送り込み量
を検出し、内視鏡管路洗滌ブラシ２１１の送り込み量が内視鏡２７１の管路長さを超えた
ら、自動的に送り込み動作を停止する。この後、もう一度操作スイッチ２５３を押すと、
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内視鏡管路洗滌ブラシ２１１はブラシカセット２４１に巻き込まれて収納される。
【００７０】
（効果）
第２の実施の形態によれば、第１の実施の形態と同様の効果が得られるとともに、内視鏡
管路洗滌ブラシ２１１の送り込み量が内視鏡の管路長さを超えたら自動的に送り込み動作
が停止できるので、不要な動作を減らし、作業時間を短縮するとともに、一回に洗滌に要
する消費する電気エネルギーを低減でき、一回の充電で洗滌できる内視鏡の数を増やすこ
とが可能になる。
【００７１】
以上、説明したような内視鏡管路洗滌装置は、担当者が手作業で内視鏡管路を洗滌するこ
とを想定した形態であったが、本発明の内視鏡管路洗滌装置はこれに限るものではなく、
例えば内視鏡洗滌装置などに取り付け又は組み込まれて使用されるような形態であっても
よい。
【００７２】
［付記］
以上詳述したような本発明の前記実施の形態によれば、以下の如き構成を得ることができ
る。
【００７３】
（付記項１）　内視鏡に設けられた内視鏡管路に挿入可能な内視鏡管路洗滌ブラシと、
この内視鏡管路洗滌ブラシを巻き取り収納するブラシカセットと、
前記内視鏡管路洗滌ブラシの先端を所定の方向にガイドする先端ガイド部と、
正回転することにより前記内視鏡管路洗滌ブラシを前記ブラシカセットから前記先端ガイ
ド部に向けて送り出す送り出しローラと、
を具備し、
前記送り出しローラを正回転させて、前記ブラシカセットに入った前記内視鏡管路洗滌ブ
ラシを前記先端ガイド部から前記内視鏡管路に送り出し、前記内視鏡管路洗滌ブラシを前
記内視鏡管路の全長以上送り出した後、前記送り出しローラを逆回転させて、前記内視鏡
管路洗滌ブラシを前記ブラシカセットに巻き取り収納することで、自動的に前記内視鏡管
路内をブラッシング洗滌することを特徴とする内視鏡管路洗滌装置。
【００７４】
（付記項２）　前記ブラシカセットは、前記内視鏡管路洗滌ブラシを、このブラシカセッ
トの内周面に沿ってらせん状に収納可能とするように有底の円筒形状に形成されたことを
特徴とする付記項１に記載の内視鏡管路洗滌装置。
【００７５】
（付記項３）　前記ローラを回転駆動するモータと、このモータに電力を供給する充電式
２次電池を内蔵し、充電式で使用できることを特徴とする付記項１または２に記載の内視
鏡管路洗滌装置。
【００７６】
（付記項４）　前記内視鏡管路洗滌ブラシによるブラッシング洗滌中に前記内視鏡管路に
洗滌液を流す手段を設けたことを特徴とする付記項１乃至３のいずれか一つに記載の内視
鏡管路洗滌装置。
【００７７】
（付記項５）　前記先端ガイド部外周は、前記内視鏡管路入り口の口金内を洗滌するブラ
シの形状になっていることを特徴とする付記項１乃至４のいずれか一つに記載の内視鏡管
路洗滌装置。
【００７８】
（付記項６）　前記先端ガイド部に前記内視鏡管路入り口の口金内を照らす照明手段を設
けたことを特徴とする付記項５に記載の内視鏡管路洗滌装置。
【００７９】
（付記項７）　前記内視鏡内に内臓された遠隔通信装置と通信する手段と、
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前記内視鏡管路洗滌ブラシの送り出し長さを読み取るセンサと、
を具備したことを特徴とする付記項１乃至６のいずれか一つに記載の内視鏡管路洗滌装置
。
【００８０】
（付記項８）　前記内視鏡管路洗滌ブラシは、長尺のワイヤの先端に、対象物をブラッシ
ングするブラシ毛を植毛したブラシ部を設けたものであることを特徴とする付記項１乃至
７のいずれか一つに記載の内視鏡管路洗滌装置。
【００８１】
【発明の効果】
以上述べた様に本発明によれば、長い内視鏡管路を自動的に洗滌するとともに、装置全体
の全長を短くすることができるので、操作性や収納性を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る内視鏡管路洗滌装置の断面図。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る内視鏡管路洗滌装置の外観を示す斜視図。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る内視鏡管路に内視鏡管路洗滌ブラシを挿入する
様子を示す説明図。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係るブラシカセットの内部構造を示す断面図。
【図５】本発明の第１の実施の形態に係るブラシカセットによる内視鏡管路洗滌ブラシの
ワイヤの回収方法を示す説明図。
【図６】第１の実施の形態の変形例に係る内視鏡管路洗滌装置の要部を示す断面図。
【図７】本発明の第２の実施の形態に係る内視鏡管路洗滌装置の外観を示す斜視図。
【図８】本発明の第２の実施の形態に係る内視鏡の側面図。
【図９】本発明の第２の実施の形態に係るトランスポンダを示す斜視図。
【図１０】従来の内視鏡と内視鏡管路洗滌ブラシを示す斜視図。
【図１１】従来の管路開口部洗滌ブラシを示すを示す斜視図。
【符号の説明】
１　　　　　　…内視鏡管路洗滌装置
１１　　　　　…内視鏡管路洗滌ブラシ
２１　　　　　…先端ガイド部
３１　　　　　…ローラ収納部
３３，３４　　…送り出しローラ
３５　　　　　…駆動歯車
４１　　　　　…ブラシカセット
５１　　　　　…グリップ部
５３　　　　　…操作スイッチ
５４　　　　　…充電式電池
５５　　　　　…駆動モータ
５６　　　　　…ジョイント
６１　　　　　…充電器
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要解决的问题：自动清洗长内窥镜导管并减少整个设备的总长度。
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端引导部分21输送到内窥镜。通过进给辊33,34的导管在输出超过内窥镜
导管的总长度之后反转进给辊33,34，并且取出内窥镜导管清洗刷以存储
在刷盒41中。因此，内部通过刷牙自动清洗内窥镜导管。Ž
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